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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
政
府
等
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
度
に
把
握
さ
れ
た
政
府
機
関
等
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
（
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
情
報
シ
ス
テ
ム

等
の
悪
用
に
よ
り
、
サ
イ
バ
ー
空
間
を
経
由
し
て
行
わ
れ
る
不
正
侵
入
、
情
報
の
窃
取
、
改
ざ
ん
や
破
壊
、
情
報
シ
ス
テ
ム

の
作
動
停
止
や
誤
作
動
、
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
や
Ｄ
Ｄ
ｏ
Ｓ
攻
撃
（
分
散
サ
ー
ビ
ス
不
能
攻
撃
）
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
る
主
な
事
象
（
疑
い
の
あ
る
事
象
を
含
む
。
）
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
情
報
の
窃
取
又
は
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ

の
感
染
に
係
る
も
の
が
十
件
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
攻
撃
に
係
る
も
の
が
十
八
件
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、
情
報
の
窃
取
又

は
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
感
染
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
府
機
関
で
は
外
務
省
、
財
務
省
及
び
農
林
水
産
省
が
各
一
件

、
独
立
行
政
法
人
等
で
は
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
、
独
立
行
政
法
人
原
子
力
安
全
基
盤
機
構
、
独
立
行
政

法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
、
国
立
大
学
法
人
東
北
大
学
、
国
立
大
学
法
人
東
京
大
学
、
国
立
大
学
法
人
名
古
屋
大
学

及
び
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
が
各
一
件
で
あ
り
、
ま
た
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
攻
撃
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
府
機

関
で
は
内
閣
府
、
総
務
省
、
財
務
省
、
文
化
庁
、
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
及
び
環
境
省
が
各
一
件
、
独
立
行
政
法
人

等
で
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
、
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
、
独
立

一



行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
、
国
立
大
学
法
人
北
見
工
業
大
学
、
国
立
大

学
法
人
東
北
大
学
、
国
立
大
学
法
人
東
京
学
芸
大
学
、
国
立
大
学
法
人
東
京
工
業
大
学
及
び
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
高
エ

ネ
ル
ギ
ー
加
速
器
研
究
機
構
が
各
一
件
、
そ
の
他
の
機
関
で
は
最
高
裁
判
所
が
二
件
で
あ
る
。

サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
つ
い
て
は
、
攻
撃
等
の
時
点
に
お
い
て
、
技
術
的
な
理
由
等
に
よ
り
攻
撃
自
体
の
存
在
又
は
被
害
を
認

知
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
あ
り
、
ま
た
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
一
概
に
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
「
最
も
深
刻
と
思
わ
れ
る
一
事
例
」
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

各
府
省
庁
等
に
お
い
て
は
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
等
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
障
害
等
が
発
生
し
た
場
合
に
、
迅
速
か
つ
適
切
に
対
処

す
る
機
能
を
有
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
は
、
府
省
庁
等
横
断
的
な
対
応
が
必
要
と

な
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
事
象
等
に
対
処
す
る
た
め
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
緊
急
支
援
チ
ー
ム
（
以
下
「
Ｃ
Ｙ
Ｍ
Ａ
Ｔ
」
と
い

う
。
）
を
設
け
る
と
と
も
に
、
Ｃ
Ｙ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
構
成
員
に
対
す
る
能
力
の
向
上
等
を
図
る
た
め
の
訓
練
、
各
府
省
庁
等
の
一

般
の
政
府
職
員
に
対
す
る
標
的
型
メ
ー
ル
攻
撃
に
関
す
る
意
識
の
向
上
等
を
図
る
た
め
の
訓
練
、
関
係
府
省
庁
等
の
参
加
を

得
て
行
う
情
報
通
信
、
金
融
、
航
空
等
の
重
要
イ
ン
フ
ラ
等
が
サ
イ
バ
ー
攻
撃
を
受
け
た
こ
と
を
想
定
し
た
大
規
模
サ
イ
バ

二



ー
攻
撃
事
態
等
対
処
訓
練
等
を
実
施
し
て
い
る
。
警
察
庁
に
お
い
て
は
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
策
官
を
長
と
す
る
サ
イ
バ
ー
攻

撃
分
析
セ
ン
タ
ー
の
新
設
や
技
術
部
隊
で
あ
る
サ
イ
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
の
拡
充
を
行
い
、
全
国
十
三
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て

は
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
対
策
に
専
従
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
特
別
捜
査
隊
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
サ
イ
バ
ー
テ
ロ
事
案
の
発
生

を
想
定
し
た
共
同
訓
練
等
を
実
施
し
て
い
る
。
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
自
衛
隊
指
揮
通
信
シ
ス
テ
ム
隊
等
を
設
置
し
て
お
り

、
平
成
二
十
五
年
度
末
に
は
サ
イ
バ
ー
防
衛
隊
（
仮
称
）
を
新
設
す
る
予
定
で
あ
る
と
と
も
に
、
日
米
共
同
訓
練
や
各
部
隊

が
計
画
及
び
実
施
す
る
訓
練
に
お
い
て
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
対
処
す
る
た
め
に
関
係
部
署
間
の
連
携
強
化
等
を
図
る
た
め
の

訓
練
を
行
っ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
こ
れ
ま
で
政
府
へ
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
お
い
て
、
犯
人
が
特
定
さ
れ
た
事
例
」
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い

な
い
が
、
政
府
に
お
い
て
は
、
「
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
」
（
平
成
二
十
五
年
六
月
十
日
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
政
策

会
議
決
定
）
を
策
定
し
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
分
析
セ
ン
タ
ー
及
び
サ
イ
バ
ー
攻
撃
特
別
捜
査
隊
の
充
実
等
に
よ
る
体
制
の
整
備

、
民
間
の
知
見
の
捜
査
へ
の
活
用
等
に
よ
り
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
へ
の
対
処
態
勢
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

三



政
府
と
し
て
把
握
し
て
い
る
政
府
機
関
等
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
全
体
の
件
数
及
び
類
型
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
府
機
関
等
に
お
け
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
が
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
政
府
機
関
等
に
対

す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
（
疑
い
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
件
数
に
つ
い
て
、
内
閣
官
房
が
政
府
機
関
等
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー

攻
撃
を
認
知
し
こ
れ
を
当
該
政
府
機
関
等
に
通
報
し
た
も
の
と
し
て
は
、
平
成
二
十
一
年
度
は
百
四
十
四
件
、
平
成
二
十
二

年
度
は
百
八
十
一
件
、
平
成
二
十
三
年
度
は
百
三
十
九
件
、
平
成
二
十
四
年
度
は
百
七
十
五
件
で
あ
り
、
内
閣
官
房
が
各
政

府
機
関
等
か
ら
標
的
型
メ
ー
ル
攻
撃
等
に
係
る
情
報
を
受
け
、
こ
れ
を
踏
ま
え
各
政
府
機
関
等
に
注
意
喚
起
を
行
っ
た
も
の

と
し
て
は
、
平
成
二
十
一
年
度
は
七
十
八
件
、
平
成
二
十
二
年
度
は
百
十
八
件
、
平
成
二
十
三
年
度
は
二
百
九
件
、
平
成
二

十
四
年
度
は
四
百
十
五
件
で
あ
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
民
間
事
業
者
等
に
対
す
る
サ
イ
バ
ー
攻
撃
（
疑

い
の
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
一
般
社
団
法
人
Ｊ
Ｐ
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｔ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
報

告
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
平
成
二
十
年
度
は
三
千
五
百
五
十
三
件
、
平
成
二
十
一
年
度
は
九
千
九
百
四
十
四
件
、
平
成
二

十
二
年
度
は
一
万
四
百
六
十
七
件
、
平
成
二
十
三
年
度
は
八
千
百
十
二
件
、
平
成
二
十
四
年
度
は
二
万
八
十
三
件
で
あ
る
と

四



承
知
し
て
い
る
。

サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ
る
被
害
総
額
に
つ
い
て
は
、
被
害
の
状
況
を
適
切
に
算
定
で
き
る
方
法
は
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な

い
と
承
知
し
て
お
り
、
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
被
害
の
報
告
を
義
務
付
け
る
措
置
は
、
国
民
に
義
務
を
課
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
導
入
に
つ

い
て
は
、
諸
外
国
の
事
例
等
も
含
め
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
被
害
報
告
が

な
さ
れ
な
い
ケ
ー
ス
」
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五


